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海賊対処法案に対する反対討論

○白眞勲君 民主党・新緑風会・国民新・日本を代表しまして、海賊行為の処罰及び海

賊行為への対処に関する法律案につきまして、反対の討論を行います。

民主党は、海賊行為は人類共通の敵であり、国連

海洋法条約においても旗国主義の例外としてすべ

ての国に取締りの権限が与えられており、各国は

連携して対策を講じる必要があると強く認識して

おります。

民主党は、我が国における海賊対策は一義的に海

上保安庁の責務と考えております。他方で、海上

保安庁のみで対応困難な場合には、シビリアンコ

ントロールを徹底する見地から、国会の事前承認

等の条件など一定の仕組みの下で自衛隊を派遣す

ることも認めるものであります。

しかし、政府提出の海賊対処法案は、海賊対処は海上保安庁が一義的に実施するとされ

ながら、防衛大臣が特別の必要がある場合を判断し、自衛隊を出すことが可能であり、

判断の主体が海上保安庁ではない点が問題であります。また、まず自衛隊の派遣ありき

で、海上保安庁による対応の検討を十分に行わず、海上警備行動規定を拡大解釈して海

上自衛隊を泥縄式に派遣したことは極めて問題であります。

特にソマリア沖・アデン湾へ海上保安庁を派遣できない理由として、日本からの距離、

海賊が重武装、各国が軍艦を派遣していることを挙げましたが、委員会の審査を通じて、

それらが不適切であったことが判明いたしました。

まず、他国は軍艦を派遣しておりコーストガードはいないとの理由については、アメリ

カの沿岸警備隊の巡視船が派遣されていたことが明らかになりました。また、この巡視

船の概要について外務省は、同船の排水量を三百二十五トンと一けた小さく記載して提

出しましたが、私の指摘に対し梅本北米局長は、資料を印刷したりいろいろしているう

ちにここが取れてしまったと、その場しのぎの答弁を行いました。このような政府の態

度は到底納得できるものではありません。

さらに、他国の艦艇と秘匿通信ができないとしておりましたが、現在派遣されている護

衛艦は一般の通信を行っていることも分かりました。

さらに、日本からの距離にしても、自衛隊の掃海艇がペルシャ湾に赴いたように、アデ

ン湾までは途中給油をすることで問題なく到着できます。現地においても護衛艦がほと

んどジブチの港で給油を受けていることからも、海上保安庁の巡視船で十分実施するこ

とが可能であります。



また、政府は海賊が重武装であることも主張しておりますが、質疑の中で海上保安庁は、

日本海で対処をしている北朝鮮の工作船の方がより強力で、重武装であることを認めて

おり、これも説得ある理由とは言えません。

このように政府の海上保安庁を派遣できないという理由は、初めに海上自衛隊の護衛艦

の派遣ありきの発想で考えられたもので、全く説得力はなく、その理論構成が破綻して

いるものでもあるということが委員会の審議を通じて明らかになったのであります。

また、護衛対象船舶について、政府は当初、年間二千隻、一日当たり四、五隻と盛んに

示していましたが、実際には一日当たり一、二隻という、実に全体の二五％程度しか護

衛されていなかったという事実も判明しております。

主党は、我が国周辺を超える海域での海賊対処に当たっては、海賊対処のための本部を

設置し、我が国の海賊対策のノウハウを一元的に集約し、オールジャパンで機動的に活

動を行うことを必要と考えております。また、対応困難な場合の判断は海上保安庁が行

い、国土交通大臣が海賊対処本部設置を内閣総理大臣に要請する仕組みを整備すること

で海上保安庁に説明責任を果たさせ、自衛隊という実力部隊を派遣する重大性にかんが

み国会の事前承認を必須とするものであります。

以上の認識に立ち、衆議院及び本院においても真摯に与党との修正協議に臨んでまいり

ました。残念ながら、与党からは、海賊対処本部の設置や国会承認は必要ないとの、ま

るで木で鼻をくくったような対応しかありませんでした。民主党が求めた海賊対処本部

の設置にせよ、国会の承認にせよ、たとえ法的な活動の性質が警察活動である武力行使

ではないとしても、国会によるシビリアンコントロールを徹底する見地から提案してい

るものであり、与党の対応は、民主党が承認行為を必要とした趣旨を全く理解していな

いと言わざるを得ません。

以上、民主党は、海洋国家日本の姿勢として、政府のなし崩し的な、とにかく自衛隊を

派遣すればよいという対応にしっかりとした歯止めを掛けて、本法案が真に海賊対処に

役立つように最高最良の修正を提案したにもかかわらず、与党はその本質を全く理解し

ないままにゼロ回答であったということに抗議の意を表するとともに、修正協議の決裂



を受けて、本法案には反対せざるを得ないということを申し上げ、私の反対の討論とい

たします。


